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一般財団法人広島県環境保全公社産業廃棄物等の処分に関する規則 
（全部改正 平成26年3月25日規則第7号） 

                                  （一部改正 平成27年1月16日） 

                                   （一部改正  平成30年6月12日） 

                                   （一部改正  令和元年5月29日） 

 

 （総 則） 

第１条 この規則は，一般財団法人広島県環境保全公社（以下「公社」という。）が行う建設残土

及び産業廃棄物（以下「産業廃棄物等」という。）の処分について必要な事項を定める。 

 （処分の方法） 

第２条 処分は，埋立てによるものとする。 

２ 処分の場所は，次のとおりとする。 

区  分 場   所 

 一般財団法人広島県環境保全公社箕島処分場 

（以下「箕島処分場」という。） 
 福山市箕沖町１０７番１ 

一般財団法人広島県環境保全公社出島地区廃棄物等埋立処分場 

（以下「出島処分場」という。） 

広島市南区出島四丁目 

及びその地先 

 （処分の対象） 

第３条 処分することができる産業廃棄物等は，県内で発生したものであって，その種類は別表１

のとおりとする。 

 （受 入 時 間     ） 

第４条 埋立処分場の受入時間は，次のとおりとする。 

（１）箕島処分場 午前８時４５分から午後４時４５分まで（ただし，午後０時から午後１時まで

は除く。） 

（２）出島処分場 午前９時から午後４時３０分まで（ただし，午後０時から午後１時までは除く。） 

（改正 令和元年5月29日） 

 （休 止 日     ） 

第５条 埋立処分場の受入休止日は，次のとおりとする。ただし，特別の理由があるときは，休止

日以外の日においても受入れを休止することができる。 

  一 日曜日及び土曜日 

 二 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

 三 １２月２８日から翌年１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

 （処分の手続） 

第６条 産業廃棄物等の処分を依頼しようとする者は，処分依頼書を公社に提出しなければならな

い。 

 （処分の承諾手続） 

第７条 公社は，処分を承諾するときは，産業廃棄物等処分に関する委託契約（以下「委託契約」

という。）を締結するものとする。 
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 （搬入の制限） 

第８条 搬入しようとする産業廃棄物等が，委託契約をしたものであっても，埋立処分場の維持管

理上支障があると認めるときは，搬入を制限することができる。 

  （処分料金） 

第９条 産業廃棄物等の受入処分についての処分料金（以下「処分料金」という。）は，別表１に

定める額とする。 

２ 出島処分場への産業廃棄物の搬入を促進するため，一定量以上の処分について，別表２のとお

り処分料金を割引くこととし，適用の基準等については別に定める。 

３ 公社は，特別の理由があると認めるときは，処分料金を減免することができる。 

（一部改正 平成30年6月12日） 

 （委 任     ） 

第１０条 この規則に定めるもののほか，事業の運営に関し必要な事項は，理事長が定める。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成２６年４月１日から施行する。ただし，出島処分場に係る部分については，

同処分場の産業廃棄物等受入業務開始の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の際，現に当公社が締結した契約書等において，改正前の規程を引用している場

合においては，なお従前の例によるものとする。 

 

    附 則 

  この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 

 

    附 則 

  この規則は，平成３０年６月１２日から施行する。 

 

    附 則 

  この規則は，令和元年７月１日から適用する。 
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別表１（第３条，第９条関係） 

箕島処分場料金 

産 業 廃 棄 物 等 の 種 類 単  位 金 額 

 建設残土 

１トンまで 

ごとに 

     800 円 

 産業廃棄物 

 ガラスくず，コンクリートくず（工作物の新築，改築 

又は除去に伴って生じたものを除く。），陶磁器くず 

（廃石膏ボードを除く。）及びがれき類 

    7,000 円 

 鉱さい，汚泥（建設系）     8,000 円 

 ばいじん，燃え殻，汚泥（非建設系）     10,000 円 

                           (消費税及び地方消費税を含まない。) 

 

出島処分場料金 

産 業 廃 棄 物 等 の 種 類 単  位 金 額 

建設残土  

１トンまで 

ごとに 

   1,000 円 

産業廃棄物 

ガラスくず，コンクリートくず（工作物の新築，改築 

又は除去に伴って生じたものを除く。），陶磁器くず 

（廃石膏ボードを除く。）及びがれき類 

 7,000 円 

 

鉱さい，鉱さい，汚泥（建設系）   8,000 円 

ばいじん，燃え殻，汚泥（非建設系） 10,000 円 

  
                           (消費税及び地方消費税を含まない。) 

（一部改正 平成27年1月16日） 

 

別表２（第９条第２項関係） 

出島処分場搬入促進割引率 

区  分 割引率 摘    要 

多量割引 最大30％ 廃棄物の種類毎に１か月当たり50トン以上の搬入に限る 

新規割引加算 最大10％ 多量割引を対象とし，受入開始から3年間に限る 

特別大口割引加算 最大20％ 多量割引を対象とし、長期かつ大量の搬入に限る 

     （一部改正  平成30年6月12日） 

 


